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こども誰でも通園制度の実施事業者の認可・確認について 
 

 

保育課では、令和８年４月からこども誰でも通園制度を開始するに当たり、「深谷市乳児等

通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「深谷市特定乳児等通園支援

事業の運営に関する基準を定める条例（3月議会提出予定）」に基づき、認可・確認申請のあっ

た施設の審査を実施して参りました。 

その結果について、委員の皆様にお諮りいたします。 

 

1 申請受付期間 

  令和8年1月8日～1月23日 

２ 審査対象 

  深谷市内の保育所、認定こども園及び小規模保育室の47施設中申請のあった14施設。（詳細は別

添申請施設一覧のとおりです。） 

３ 審査結果 

  申請のあった１４施設を審査した結果、こども誰でも通園制度の実施事業者として認可・確認するこ

とといたしました。 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

■認可 

設備及び職員の配置等に関する基準を満たし、適切にこども誰でも通園制度を実施できる施設で

あるかを審査し、適切であると認めることです。 

■確認 

認可された事業者が本条例で定める基準に則った手続や運営を行っているかを審査し、給付を

受けることが適切であると認めることです。 

 




























































